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県
で
は
、
民
間
の
戸
建
て
木

造
住
宅
の
耐
震
対
策
に
取
り

組
む
た
め
、
平
成
18
年
度
か

ら
耐
震
診
断
を
希
望
す
る
民

間
の
木
造
住
宅
へ
耐
震
診
断
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣
し
て
い
ま

す
。
住
宅
の
耐
震
診
断
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
耐
震
性

に
関
す
る
知
識
の
普
及
・
啓

発
を
行
い
、
既
存
住
宅
の
耐

震
性
能
の
向
上
を
図
っ
て
い
ま

す
。

　

今
年
度
も
次
の
と
お
り
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
派
遣
を
実
施
し
ま

す
。

▽
内
容

　

県
内
の
住
宅
所
有
者
の
求
め

に
応
じ
、
建
築
士
の
資
格
を

有
す
る
耐
震
診
断
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
派
遣
し
、
簡
易
調
査

に
よ
る
一
般
診
断
法
を
基
本

と
し
た
耐
震
診
断
を
実
施
し

ま
す
。

（本
年
度
予
定
戸
数　

120
戸
）

★オリジナルＴシャツ絶賛発売中！
　　　みんなであらお荒炎祭を盛り上げましょう！
●　価　　格　　1,500 円

●　サイズ　　　XS ・ S ・ M ・ L ・ XL

●　　 色　　　  白 ・ 黒

●　販売期間　　7 月 24 日 （金） まで

●　販売場所　　商工観光課　☎ 63-1421 ・ 観光物産館　☎ 66-0939

[ 申・問 ] あらお荒炎祭実行委員会 （商工観光課内）　☎ 63-1421

▽
対
象
住
宅

　

県
内
の
昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
に
着
工
し
た
戸
建
木
造

住
宅

▽
派
遣
費
用

　

１
件
あ
た
り
、
２
千
円
を
負

担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
注
意
点

①
同
一
所
有
者
の
申
込
は
一

回
に
限
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。

②
受
付
は
先
着
順
に
行
い
ま

す
の
で
、
予
定
の
件
数
に
達
し

た
と
き
は
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

派
遣
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

▽
申
し
込
み
方
法

　

受
付
開
始
日　

６
月
１
日

（月
）
午
前
９
時
か
ら

熊
本
県
建
築
士
事
務
所
協
会

へ
、
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
直

接
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

[

申
・
問]　

社
団
法
人　

熊
本

県
建
築
士
事
務
所
協
会
事
務
局

〒
862
・
０
９
７
６

熊
本
市
九
品
寺
４
丁
目
８-

17

熊
本
県
建
設
会
館
別
館
２
階

☎
096
・
371
・
２
４
３
３

fax　

096
・
371
・
２
４
５
０

第 16 回あらお荒炎祭
とき　8 月 1 日（土）　　ところ　　荒尾競馬場

民間住宅耐震対策事業を実施します

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送  

に
関
す
る

説
明
会
が
行
わ
れ
ま
す　

　

２
０
１
１
年
７
月
に
現
在
視

聴
し
て
い
る
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が

終
了
し
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放

送
へ
と
完
全
移
行
し
ま
す
。

　

こ
の
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を

視
聴
す
る
た
め
に
は
、
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
の
テ
レ
ビ

ま
た
は
チ
ュ
ー
ナ
ー
な
ど
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ア

ン
テ
ナ
工
事
な
ど
も
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

地
デ
ジ
移
行
に
便
乗
し
て
、

架
空
の
工
事
料
金
や
加
入
負

担
金
を
請
求
す
る
と
い
っ
た
詐

欺
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
特
に
高
齢
者
、
障

が
い
者
を
対
象
と
し
て
地
デ

ジ
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
と

情
報
を
得
て
い
た
だ
く
た
め
に

「
地
デ
ジ
に
関
す
る
説
明
・
相

談
会
」
を
下
記
の
日
程
に
よ

り
開
催
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
７
月
下
旬
頃
全

世
帯
に
郵
送
さ
れ
る

「
タ
ウ
ン

メ
ー
ル(

ゆ
う
メ
ー
ル)

」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
説
明
・

相
談
会
に
参
加
出
来
な
い
人

の
た
め
に
、
戸
別
訪
問
の

「
申

込
書
」
も
同
封
さ
れ
ま
す
の

で
、希
望
す
る
人
は

「申
込
書
」

に
必
要
事
項
記
入
の
う
え
、
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
説
明
会
会
場
お
よ
び
日
程

▽
中
央
公
民
館　

視
聴
覚
室

　

８
月
３
日(

月)

▽
文
化
セ
ン
タ
ー　

会
議
室

　

８
月
５
日(

水)

▽
小
岱
工
芸
館　

多
目
的
ル
ー
ム

　

８
月
11
日(

火)

▽
メ
デ
ィ
ア
交
流
館　

多
目
的

ル
ー
ム

　

８
月
13
日(

木)

※
い
ず
れ
の
日
程
も
２
回
開
催

①
午
前 

10
時
30
分
～

②
午
後
２
時
～

[

問]
総
務
省　

熊
本
県
テ
レ

ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
096
・
325
・
６
２
５
５

fax　

096
・
325
・
６
２
８
８
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障がい者手当制度・介護保険

　　ご存じですか？　障がい者への手当制度
特別障害者手当 ・ 障害児福祉手当 ・ 特別児童扶養手当

　重度障がい者に対し、 その重度の障がいのために生じる特別の負担の手助けとして手当を支給し、 福祉の増進を図ることを

目的としています。

特別障害者手当

　在宅の 20 歳以上の人で、 政令で定める程度の重度の障がい状態にあるため、 日常生活において常時の介護
を必要とする人。
　ただし、 次に当てはまる場合は手当の支給が受けられません。
　　1.　手当を受ける人、または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上である場合。  
　　2.　障がい者が通所施設等を除く施設 （例 ： 老人ホーム等） に入所している場合。  
　　3.　障がい者が病院または診療所に 3 ヶ月以上入院した場合。

障害児福祉手当

　20 歳未満の人で、 政令で定める程度の重度の障がい状態にあるため、 日常生活において常時の介護を必要
とする人。
　ただし、 次に当てはまる場合は手当の支給が受けられません。
　　1.　児童が通所施設、 養護学校の寄宿舎を除く施設に入所している場合。  
　　2.　児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している場合。 ただし、 その全額が支給停止されている　
　　　　場合を除きます。  
　　3.　児童の前年の所得や、 児童の配偶者 ・ 扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合。  

特別児童扶養手当

　20 歳未満の身体または精神に中度以上の障がいを持つ児童を監護する父 ・ 母または父母に代わって児童を
養育している人。
　ただし、 次に当てはまる場合は手当の支給が受けられません。
　　1.　手当を受ける人または児童が日本に住んでいない場合。
　　2.　児童が児童福祉施設 （母子生活支援施設、 保育所、 通園施設を除く） に入所している場合。
　　3.　児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している場合。 ただし、 その全額が支給停止されている　
　　　　場合を除きます。  
　　4. 手当を受ける人、または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上である場合。

[ 問 ] 福祉課　☎ 63-1406

■手当の種類と支給要件　■

　　介護保険負担限度額認定を更新してください
　介護老人福祉施設、 介護老人保健施設、 介護療養型医療施設および短期入所生活介護、 短期入所療養介護 （シ

ョートスティ） などの居住費 （滞在費） ・ 食費は、 過重な負担とならないように住民税の課税状況や年金収入額などの

状況に応じて申請により軽減されます。 既にこの適用を受けている人は � 月末で適用期間が満了となりますので、 認定

を引き続き受けるためには再度申請書の提出が必要です。 なお、 更新するための申請書は各入所施設などに依頼して

いますのでご確認ください。 この適用を新たに希望する場合にも申請が必要ですので、介護保険係窓口にご提出ください。

　　負担限度額適用表 （1 日あたり）

利用者
負担段階

対　　象
居住費 （滞在費） の負担限度額

食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室

第 1 段階
世帯全員が住民税非課税で
老齢福祉年金受給者または
生活保護受給者

820 円 490 円
490 円

※ （320 円）
0 円 300 円

第 2 段階
世帯全員が住民税非課税で
合計所得金額と課税年金収入
額の合計が 80 万円以下の人

820 円 490 円
490 円

※ （420 円）
320 円 390 円

第 3 段階
世帯全員が住民税非課税で
利用者負担段階が第 2 段階
以外の人

1,640 円 1,310 円
1,310 円

※ （820 円）
320 円 650 円

　※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、 （　　） 内の金額となります。

[ 問 ] 健康生活課介護保険係　　☎ 63-1418　


